
 市の福祉事務所では、生活保護を受けている市民の方への就労支援として、平
成２２年度から就労支援員を配置し、就職の決まらない方や、長期間就労されて
いない方を対象に、就労支援プログラムやキャリアカウンセリングによる相談・
支援を行ってきました。 

 平成２４年度からは、市が行う就労支援と、ハローワーク岐阜が行う職業紹介
や職業相談業務を、ワンストップで行うことができるよう、生活福祉課内に「は
たらき支援ルーム」を開設しております。市のケースワーカー・就労支援員がハ
ローワークの職員と連携して、より細かな就労相談・支援を行っています。 

 今後、生活困窮の方への早期自立に向け、生活保護をはじめ、福祉サービスを
提供する市と、職業紹介・相談を行う国とが、一体となって連携・協力する取り
組みを進め、さらなる就労支援の充実を図ってまいります。 
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